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令和元年７月１９日（金）午前９時 3０分 開議 
 
 
第１ 会議録署名議員の指名について 
 
第２ 会期の決定について 
 
第３ 議案第 54 号  小豆島町一般廃棄物最終処分場整備 浸出水処理施設建設工事に係

る工事請負契約について                 （町長提出） 



            開会 午前９時 27 分  

○議長（谷 康男君） おはようございます。  

 携帯電話をマナーモードに切りかえてください。  

 なお、10 月末までの間クールビズを実施することとし、ネクタイ、上着の着用

は自由とします。  

 本日は、何かとご多忙のところご参集くださいましてありがとうございます。  

 本臨時議会の議事日程につきましては、先ほど開催しました議会運営委員会に

おきまして、お手元に配付のとおりと決定しましたので、皆様のご協力をお願い

します。  

 開会に先立ちまして、町長から臨時議会招集のご挨拶があります。町長。  

○町長（松本 篤君） 本日、小豆島町議会第３回臨時会が開催されるに当たり

まして、一言ご挨拶を申し上げます。  

 議員の皆様には、何かとご多用の中ご出席を賜り、まことにありがとうござい

ます。  

 さて、本臨時会では、契約案件１件をご提案させていただくことといたしてお

ります。  

 議案の内容につきましては、後ほど説明させていただきますが、十分ご審議を

いただき、ご議決賜りますようお願いいたしまして、まことに簡単ではございま

すが、臨時会開催に当たってのご挨拶といたします。  

○議長（谷 康男君） ただいまの出席議員は 14 名で、定足数に達しております

ので、本日の第３回臨時会は成立しました。  

 これより開会します。（午前９時 30 分）  

 直ちに本日の会議を開きます。  

 これより日程に入ります。  

            ～～～～～～～～～～～～～～～  

  日程第１ 会議録署名議員の指名について  

○議長（谷 康男君） 日程第１、会議録署名議員の指名についてでありますが、

会議規則第 125 条の規定により、６番中松和彦議員、７番大川新也議員を指名し

ますので、よろしくお願いいたします。  

            ～～～～～～～～～～～～～～～  

  日程第２ 会期の決定について  



○議長（谷 康男君） 次、日程第２、会期の決定についてを議題とします。  

 お諮りします。  

 本臨時会の会期は本日１日にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、本臨時会は本日１日と決

定しました。  

            ～～～～～～～～～～～～～～～  

  日程第３ 議案第５４号 小豆島町一般廃棄物最終処分場整備 浸出水処理  

              施設建設工事に係る工事請負契約について  

○議長（谷 康男君） 次、日程第３、議案第 54 号小豆島町一般廃棄物最終処分

場整備 浸出水処理施設建設工事に係る工事請負契約について提案理由の説明を

求めます。町長。  

○町長（松本 篤君） 議案第 54 号小豆島町一般廃棄物最終処分場整備 浸出水

処理施設建設工事に係る工事請負契約について提案理由のご説明を申し上げます。 

 本案は、新たな一般廃棄物最終処分場の整備に関し、浸出水処理施設建設工事

に係る工事請負契約につきまして、地方自治法第 96 条第１項第５号の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。  

 詳細につきましては、担当課長から説明しますので、よろしくご審議のほどお

願い申し上げます。  

○議長（谷 康男君） 環境衛生課長。  

○環境衛生課長（谷本靜香君） 議案第 54 号小豆島町一般廃棄物最終処分場整備 

浸出水処理施設建設工事に係る工事請負契約につきましてご説明申し上げます。  

 先ほど提案理由にありましたように、小豆島町議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づきまして、予定価格５千万

円を超える本件工事の請負契約締結のため、地方自治法第 96 条第１項第５号の規

定によりまして議会の議決を求めるものでございます。  

 上程議案集の１ページをお願いいたします。  

 契約の目的につきましては、小豆島町一般廃棄物最終処分場整備浸出水処理施

設建設工事でございます。契約の方法は、一般競争入札による契約でございまし

て、契約の金額は 10 億 440 万円、契約の相手方は、香川県高松市春日町 1539 番

地３、西原環境・香川舗道特定建設工事共同企業体でございます。代表者は株式



会社西原環境四国営業所、所長代理廣谷真一でございます。  

 １ページめくっていただきまして、２ページをお願いいたします。  

 項目３の落札業者につきましては、先ほど申し上げましたＪＶでございまして、

株式会社西原環境四国営業所及び香川舗道株式会社を構成員とするいわゆるＪＶ

でございます。  

 契約に関しましては、入札条件並びに共同企業体設立協定に基づきまして、代

表者である西原環境が権限を行使することとしております。  

 項目５の工期につきましては、町の指定する日から令和３年 10 月 29 日までと

しております。  

 項目６の工事の概要につきましては、当該浸出水処理施設の整備に必要な全て

の工事の設計並びに施工でございます。  

 ここで、申しわけございませんが、４ページの図面をご覧いただきたいと思い

ます。  

 計画では、Ｌ字型の補強盛り土によります堰堤南側に施設の建設を予定いたし

ておりまして、赤でお示しするエリアに原水調製水槽、汚水処理プラント、管理

施設等を集約して整備する予定でございます。  

 済みません、１ページお戻りいただきまして、３ページでございます。  

 項目７の入札業者のところでございますが、これにつきましては、清掃施設工

事、機械器具設置工事の分野におきまして一定以上の評価を得ていること、ある

いは国または地方公共団体発注の本件同種の施工実績を有することを参加条件と

いたしましたプラントメーカー、これを代表といたしまして、小豆島町内に本社

を有する土木一式工事Ａランクのうち、上位に格付される業者を構成員とするＪ

Ｖ結成を条件としまして、２つの共同企業体から応札がございました。以上、ま

ことに簡単ではございますが、議案第 54 号の説明を終わらせていただきます。  

○議長（谷 康男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。浜口議

員。  

○１３番（浜口 勇君） 西原環境というのは、私は全く知識がないもんでお伺

いいたします。  

 まず、この会社の概要、会社設立とか資本金、従業員数、それから過去の事業

実績、年間売り上げ、去年だけでも結構です。それから、県内の実績はどこの市

町村にあるのか、それから所長代理ということで代表者になってますけど、こう



いう大きな工事をするのに所長がおらんで所長代理が代表者になるというのも余

り聞いたことないんかなという気がいたします。まず、この会社のことが知りた

いということでお伺いいたします。  

 あともう一つは、現在処理をしておりますところで、この浸出水の処理をやっ

ておりますけども、これを工事したのは現在やっておるのはどこやったかなと思

って、覚えておりませんので。それと、費用がこんなにかかってなかったように

思うんですけど、記憶では。幾らぐらいかかったのかをお伺いいたします。  

○議長（谷 康男君） 環境衛生課長。  

○環境衛生課長（谷本靜香君） 西原環境、これにつきましての内容を説明申し

上げます。  

 設立は大正６年、上下水道事業をメインにやってまいりましたプラントメーカ

ーでございまして、100 年近くの老舗企業でございます。資本金につきましては

３億５千万円、従業員数については 580 名を要しております。  

 内容につきましては、大臣認可の事業所でございまして、経営審査で内容審査

されておるところでございますが、売上金につきましては、直近と申しますか 29

年度実績になってまいりますけれども、過年度決算で１億３千万円、水処理の分

野で出ておるようです。  

 現在は、フランス資本の多国籍企業になりますが、ヴェオリア・フランス、こ

れの日本法人のグループ企業になっておりまして、本社の代表取締役につきまし

ては、ヤニックラットという方が就任しております。  

 本件契約につきましては、四国営業所の所長代理ということでございますが、

代表取締役の権限委任の委任状、これを徴収いたしまして権限については確認し

ておるところでございます。  

 それと、実績につきましては、上下水道のほうについては手持ちの情報が今な

いんですけれども、同種の事業実績としまして沖縄で一般廃棄物最終処分場の汚

水処理施設、これの施工実績をもちまして評価させていただいたところでござい

ます。  

 以前の施設につきましては、おおむね整備費については１億円程度でございま

した。非常に高額な費用にかわっておりますけれども、環境省のほうの施設基準、

これについても変遷ございます。近年非常に雨量が多いということで、調製槽、

最終処分場に降りました汚水の調製槽が非常に大きなものとなっております関係



上、多額の費用、それだけではないんですが、プラントにつきましても非常に標

準的なものではありますが、高額な事業費となっております。この事業費設定に

つきましては、あらかじめ数社の見積もりをとりまして算定をさせていただいた

ところでございます。  

 今の徳本処分場の整備事業者、これについては今記録がないんで、後ほど報告

させていただきます。以上です。  

○議長（谷 康男君） 浜口議員。  

○１３番（浜口 勇君） 過去の実績で聞き間違いかわかりませんけど、１億円

何ぼやったと思うんやけど、これでよろしいですか。もしそれが、１億円台ぐら

いの会社いうことは、何か余り仕事してないんかなというような気がするんやけ

ど。  

 それと、実績、県内あるいは四国内でのこの会社の実績が、今聞きました沖縄

を参考にしたということですけど、ちょっと何かこう不安なんですけど、そこら

辺はどうですか。  

○議長（谷 康男君） 環境衛生課長。  

○環境衛生課長（谷本靜香君） 今お示ししました売り上げにつきましては、経

営審査に記載されております単独決算についての数字をお示ししたところでござ

います。  

 実績につきましては、中四国内で余り最終処分場の新規整備というのがこの 15

年間ございませんで、過去ほかの都道府県についても許容したところでございま

す。  

 今年に入りまして、非常に関東圏で新規整備は増えておるんですが、ここ数年

来は更新あるいは拡張の工事でございまして、小豆島町が実施しようとしておる

新規の整備というのが近県、あるいは中四国管内では少ない状況でございました

ので、評価対象を広げたところでございます。以上です。  

○議長（谷 康男君） 総務部長。  

○総務部長（松田知巳君） 済みません。先ほど環境衛生課長が申しました売上

高、１億３千万円と申しましたけど、ちょっと済いません、打ち合わせも何もし

てなくて、恐らく課長の資料の見間違いやと思います。134 億円が正解やと思い

ます。これは、今年指名願を提出する年でございますので、平成 30 年 12 月に提

出をしていただいた総合評定値通知書、国土交通省の地方整備局の証明がついた



ものをいただいておりますので、そこの売上高が 134 億円以下端数ありますけど、

になっております。以上です。  

○議長（谷 康男君） よろしいですか。浜口議員。  

○１３番（浜口 勇君） 先ほどの、現在の処理をしているところは約１億円ぐ

らいの工事やったんが、今回 10 倍に増えとるという。ちょっと疑問でもあるし、

何か安心して任せられる会社かなという不安を持ちますけど、私はそう思うんや

けど、どうですか。  

○議長（谷 康男君） 環境衛生課長。  

○環境衛生課長（谷本靜香君） 過去に、ご指摘のとおり、今の徳本処分場の浸

出水処理施設につきましては、おおむね１億円程度の初期投資で整備したところ

でございます。  

 今回非常に 10 倍近くの費用がかかっております。他方で、ほぼ同種の新設の整

備工事が岡山県で今年に入りまして発注されたところでございまして、それの落

札金額がおおむね 12 億円と聞いております。それからいえば低廉な額で落札した

んですけれども、これまで数社の見積もりをとりまして、仕様書に基づく見積も

りをとりまして精査をしてきた結果、このぐらいの数字と申しますか、10 億円を

超える整備費については確認しておるところでございまして、この西原環境・香

川舗道のＪＶに限らず、大手の事業者が入ってきたとしても同等の事業費はかか

ってくるものと思います。  

 ただし、今回競争性が働きまして非常に低廉な価格で、低廉といえども非常に

巨額の資金にはなるんですが、一般的に言えばやや低廉な価格で契約することが

できました。  

 内容については、ちょっと説明がご不審な点もあろうかと思いますけれども、

現在入手できる情報については、全て精査した上での額設定、あるいは内容の検

討をさせていただいております。以上でございます。  

○議長（谷 康男君） よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。安井議員。  

○１１番（安井信之君） 先ほど議運のほうで聞いたところ、予定価格の 75％と

いうふうに聞いたんですが、先ほど課長の説明の中で見積もりをとってというふ

うなことでしたから、直工のお金がどれぐらいかというふうな部分はわかるんで

すか、その辺。  

○議長（谷 康男君） 環境衛生課長。  



○環境衛生課長（谷本靜香君） 今回見積もりで額設定させていただきました。

設計書を組んで直接工事費、諸経費、そういったものを見てきたわけではござい

ませんので、予定価格については、数社見積もりとった上で最も低廉な予定価格

とさせていただきましたが、内容を見る上で、各項目それぞれの、大きく項目で

すけれども、土木工事とかプラント工事とか大きな項目部分での精査をしてまい

りましたので、直工で幾らというのは、ちょっと今手元に資料がない関係もござ

いますけど、お示しすることができませんので、申しわけございません。後ほど

お知らせさせていただきます。  

○議長（谷 康男君） 安井議員。  

○１１番（安井信之君） 工事概要のところで、設計及び施工で、設計いうんが

入ってますよね。その部分でこちらが思うとるような材料を使ってもらってでき

るもんかいうんが、そこをチェックしていかんといかんかなと思いますんで、そ

の辺はどういうふうに考えておりますか。  

○議長（谷 康男君） 環境衛生課長。  

○環境衛生課長（谷本靜香君） ご指摘のとおり、今回いわゆる性能発注方式と

いう設計、施工一括発注方式でございます。内容につきましては、あらかじめ仕

様書をつくりまして、その仕様書に基づいた設計、実施設計、それに基づいた施

工をしていただくような形になってまいります。  

 ご指摘のとおり、今後実施設計が出てまいります。その内容については、詳ら

かに整理するとともに、今回、設計監理部門につきましても委託事業として発注

をする予定でございます。専門家の知見をいただきながら内容については精査し

ていきますし、加えて仕様書の中にはランニングコスト、これについての評価も

入れております。ですから、実施設計の段階で投資コスト並びに後年度のランニ

ングコストについても厳しく見ていきたいと考えております。以上です。  

○議長（谷 康男君） ほかに質疑はありませんか。藤井議員。  

○５番（藤井孝博君） 先ほど浜口議員の質問にちょっとダブる点があるわけで

ございますが、私も気になった所長代理ということで契約者なっておりますけれ

ど、委任契約という形で所長代理になっている。そうすればこの四国営業所とい

うべきものの、町としてはどういうふうな形で四国営業所が存在しているか、た

だ工事の窓口だけのもんか、ある程度従業員を置いてしているものか。それとか

四国全体をこの四国営業所で統括しているべきものか、この四国営業所の実態と



いうべきものは調査とかいうのはしているわけですか。  

○議長（谷 康男君） 環境衛生課長。  

○環境衛生課長（谷本靜香君） この四国営業所の活動実態については、詳らか

な調査を行ってはおりませんが、今までの聞き取りの中では営業拠点として設置

したものと聞いております。直接、技術部隊とか工事部隊につきましては、本社

からの派遣ということで聞いております。以上です。  

○議長（谷 康男君） 総務部長。  

○総務部長（松田知巳君） 先ほど申しました、指名願の中の申請営業所調書の

中の西原環境の四国営業所に対してのものがありますので、読み上げさせていた

だきます。  

 上記のものを代理人と定め、次の権限を委任しますということで、その委任事

項の中に見積もり及び入札に関する一切の権限、契約の締結変更及び解除に関す

る一切の権限、代金の請求及び受領に関する一切の権限、契約保証に関する一切

の権限、その他契約締結に関する一切の権限、前記確保に関する副代理人の選任

に関する一切の権限ということで、本社からこれだけを委任されたということで

指名願の際に出されておりますので、四国というか四国営業所として、本社の窓

口として、それだけのことを委任されてるということでございますので、十分に

本社と同等の機能というか、権利を有しておると判断して支障はないと思います。

以上です。  

○議長（谷 康男君） 藤井議員。  

○５番（藤井孝博君） わかりました。ただ、１点お聞きしたいんですが、この

所長代理というべきものは、あくまで営業所でございますから、人事異動という

べきものも当然考えられる。そうじゃなくて、きちんと何年間かここでおるとか、

今から３年間ぐらいの工事でございますから、その辺のこの所長代理の今回の工

事に対する責任というべきものはきちんと把握できるような体制にはなっとんで

すか。  

○議長（谷 康男君） 環境衛生課長。  

○環境衛生課長（谷本靜香君） おっしゃるとおり、今後の工事の責任、あるい

は瑕疵担保の権限とか義務とかそういったものにつきましては、厳しく確認して

まいります。ただし、現時点でその辺のモニタリングができるような体制をとっ

ておるかどうかについては、今後十分精査して、権限、責任の所在について特定



した上で十分に確認しながら進めてまいりたいと考えております。以上です。  

○議長（谷 康男君） ほかに質疑ありませんか。鍋谷議員。  

○１２番（鍋谷真由美君） 工期が令和３年 10 月 29 日で、これが完成した後の

工事とか、そこの処分場が稼働するのは、その後どういう状況でいつからになる

んでしょうか。  

○議長（谷 康男君） 環境衛生課長。  

○環境衛生課長（谷本靜香君） おっしゃるとおり、この水処理施設そのものを

とりますと、先ほどおっしゃっていただいた工期になってまいります。これは終

わりました後、周辺の管理施設の工事等、あるいは同時進行で動いております造

成工事、そういったものが完了しまして、令和４年のオープンを目指して進めて

まいるわけですけれども、同時並行で同じ敷地内で数社の工事が動いてまいりま

す。どうしても工事が動いてまいりますので、全容を一度お示しする必要がある

とは思いますが、これと同時並行で数社の工事が動いてくるような形になってま

いります。以上です。  

○議長（谷 康男君） ほかに質疑ありませんか。大川議員。  

○７番（大川新也君） 今回これ最終処分場の一番大きな工事だと思うんですけ

ど、道路の、前回いつでしたかね、道路とか建物の解体とかの工事とあわせてこ

れで十二、三億円の金額になると思うんですけど、これ以降大きな数字が最終処

分場に関してはないんでしょうか。予定、計画、予算的にはこれで大体終わりで

すか。  

○議長（谷 康男君） 環境衛生課長。  

○環境衛生課長（谷本靜香君） この一般廃棄物最終処分場の整備につきまして、

この浸出水処理施設の建設工事が、大体、全体事業費のおおむね半分とお考えい

ただきたいと思います。残り半分につきましては、先ほどちょっと申し上げまし

たが、造成工事、あるいは貯留堰堤と申しまして、堤体、堤をつくる工事、それ

とかバイパス管と申しまして、背後地に山があります。そちらに降りました雨水

を集約して海に流すバイパス管の改修工事、そういったもろもろの工事がありま

して、おおむねこの事業費についてはこれの倍ぐらいになってこようかと思いま

す。以上です。  

○議長（谷 康男君） ほかに質疑はありませんか。  

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕  



○議長（谷 康男君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。  

 これから討論を行います。討論はありませんか。  

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（谷 康男君） 討論がないようですから、討論を終わります。  

 これから採決します。  

 議案第 54 号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。  

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、議案第 54 号小豆島町一般

廃棄物最終処分場整備 浸出水処理施設工事に係る工事請負契約については原案

のとおり可決されました。  

 以上で臨時会の全日程を終了しましたので、会議を閉じます。  

 これをもちまして令和元年第３回小豆島町議会臨時会を閉会します。  

 ご苦労さまでした。  

            閉会 午前９時 57 分  
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